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第
五
節

奉
行
の
伺
い
と
老
中
の
指
令

第
一
項

奉
行
の
伺
い

一

前
節
で
は
、「
人
殺
出
入
」
文
書
に
収
録
さ
れ
た
供
述
調
書
（「
申
口
」）
を
手
懸
り
に
し
て
、
江
戸
幕
府
評
定
所
に
お
け
る
刑
事

事
件
の
審
理
の
様
子
を
紹
介
し
た
。
奉
行
は
以
上
の
審
理
を
も
と
に
最
終
判
断
を
し
て
老
中
に
伺
う
こ
と
に
な
る
。
老
中
は
そ
の
伺
い

に
対
し
指
令
（
下
知
）
を
下
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
下
級
機
関
よ
り
事
件
に
つ
い
て
の
自
己
の
判
断
を
上
級
機
関
に
伺
い
、

上
級
機
関
が
そ
れ
に
対
し
指
令
を
発
す
る
江
戸
幕
府
司
法
の
あ
り
方
を
、
筆
者
は
、「
伺
・
指
令
型
司
法
」
と
呼
ん
だ(61
)。
江
戸
幕
府
の

「
伺
・
指
令
型
司
法
」
で
は
、
上
級
機
関
は
下
級
機
関
と
異
な
る
判
断
を
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
下
級
機
関
の
伺
い
と
同
じ
判
断
を
す

る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。「
伺
之
通
」
と
し
て
、
下
級
機
関
の
判
断
を
承
認
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
伺
・
指
令
型
司
法
」
に

お
け
る
下
級
機
関
の
判
断
は
、
判
決
原
案
で
あ
る
と
と
も
に
、
承
認
さ
れ
て
判
決
と
な
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
も
あ
る
。「
人
殺
出

入
」
に
関
す
る
奉
行
の
判
断
は
次
の
✔
✕
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

✔

久
斗
山
新
道
の
件
を
鉄
山
の
者
た
ち
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
新
道
で
あ
る
の
で
、
行
き
来
す
る
と
き
は
小
屋
へ
断
わ
っ
て
通
る

と
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
再
篇
吟
味
」
し
た
と
こ
ろ
、
道
も
あ
る
の
で
断
わ
り
な
き
者
は
決
し
て
通
ら
な
い
と
は
い
い
が
た
い
、

と
述
べ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
去
年
中
は
往
還
し
た
と
も
思
わ
れ
る
の
で
、
治
右
衛
門
は
用
事
が
な
く
て
も
通
ら
ぬ
と
は

決
め
が
た
い
。

二
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✕

治
右
衛
門
が
盗
人
と
い
う
の
は
、
右
の
通
り
証
拠
は
な
い
。
銀
子
を
所
持
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
そ
の
日
、
他
へ
も
行
っ

て
い
る
の
で
、
商
人
の
こ
と
ゆ
え
、
他
で
銀
子
を
使
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、〔
治
右
衛
門
の
〕
忰
ど
も
が
そ
う
言
っ

て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
決
め
が
た
い
こ
と
で
あ
る
が
、
治
右
衛
門
、
八
兵
衛
が
死
亡
し
て
い
る
の
で
吟
味
の
手
懸

り
が
な
い
。

以
上
の
二
点
が
奉
行
の
判
断
で
あ
る
。
こ
の
判
断
を
奉
行
は
老
中
に
伺
い
、
老
中
は
、
次
項
で
述
べ
る
よ
う
な
指
令
を
下
し
た
。

「
人
殺
出
入
」
文
書
に
は
、
上
記
奉
行
の
判
断
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
右
の
通
り
、
い
ろ
い
ろ
詮
議
の
う
え
、
右
一
巻
書
付
を
も
っ
て
〔
老
中
へ
〕
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
左
の
通
り
御
仕
置
を
申
し
渡
す
べ

き
旨
〔
老
中
が
〕
仰
せ
聞
か
さ
れ
た
の
で
、
銘
々
に
〔
判
決
を
〕
申
し
渡
し
た
。」

右
の
記
述
か
ら
、
奉
行
が
、「
右
一
巻
書
付
」
―
―
す
な
わ
ち
、
第
二
節
四
で
触
れ
た
「
人
殺
出
入
」
文
書
⑴
～
⑷
ま
で
―
―
を

も
っ
て
老
中
に
伺
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
し
老
中
が
仕
置
を
命
ず
る
指
令
を
出
し
、
奉
行
が
そ
の
命
じ
ら
れ
た
内
容
を

判
決
と
し
て
各
人
に
申
し
渡
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

二

評
定
所
の
審
理
に
お
い
て
、
尋
問
の
主
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
第
一
点
目
は
、
治
右
衛
門
が
盗
人
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
っ

た
。
奉
行
側
は
こ
の
点
を
判
断
す
る
た
め
に
、
夜
中
に
鉄
山
の
新
道
を
通
る
こ
と
が
、
盗
人
と
判
断
す
る
根
拠
と
な
る
の
か
ど
う
か
に

注
目
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
き
「
再
篇
吟
味
」
し
た
結
果
、
そ
の
よ
う
な
根
拠
に
は
な
ら
な
い
と
、
上
記
✔
で
判
断
し
て
い
る
。

「
人
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出
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」
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そ
の
結
果
、
奉
行
側
の
結
論
は
、
上
記
✕
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
治
右
衛
門
を
盗
人
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。

尋
問
の
主
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
第
二
点
目
は
、
鉄
山
の
者
が
治
右
衛
門
の
所
持
銀
を
奪
っ
て
殺
し
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
三
節
第
七
項
で
、
奉
行
側
の
作
成
し
た
「
供
述
評
価
報
告
文
」
を
紹
介
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
奉
行
側
は
、

「
鉄
山
の
者
た
ち
が
、
治
右
衛
門
が
銀
子
を
所
持
し
て
い
た
の
を
知
っ
て
申
し
合
わ
せ
て
殺
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
」、
と
明
確
に
否
定

的
な
心
証
を
形
成
し
て
い
た
。
夜
番
人
が
「
盗
人
」
と
叫
ん
だ
の
で
、
鉄
山
の
者
が
あ
の
よ
う
な
打
倒
し
・
縛
殺
行
為
に
及
ん
だ
、
と

い
う
の
が
奉
行
側
の
認
識
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
治
右
衛
門
が
銀
子
を
所
持
し
て
い
た
と
い
う
治
右
衛
門
の
忰
た
ち
の
主
張
の
問
題
が
残

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
奉
行
側
は
、
上
記
✕
で
、
❟
治
右
衛
門
が
所
持
銀
を
使
っ
て
し
ま
い
持
っ
て
い
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
、
➈
忰

ど
も
が
そ
う
言
っ
て
る
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
両
様
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
裏
づ
け
る
明
確
な
証
拠
が
な

か
っ
た
た
め
、「
決
め
が
た
い
こ
と
で
あ
る
」、
と
判
断
を
あ
き
ら
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
関
係
者
も
死
亡
し
て
い
て
「
吟
味
の
手
懸
り

が
な
い
」
と
嘆
息
し
て
い
る
。
鉄
山
の
者
た
ち
が
共
謀
し
て
強
盗
殺
人
行
為
を
し
た
と
は
思
え
な
い
と
い
う
心
証
を
形
成
し
つ
つ
も
、

治
右
衛
門
の
所
持
銀
の
行
方
を
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
尋
問
の
主
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
第
二
点
目
に
つ
い
て
は
結
論
を
出
す
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
鉄
山
の
者
た
ち
を
強
盗
殺
人
の
罪
に
問
い
、
そ
の
刑
罰
案
を
老
中
に
伺
う
こ
と
は
し

て
い
な
い
。

で
は
、
こ
の
刑
罰
案
を
老
中
に
伺
わ
な
い
と
い
う
点
を
、
尋
問
の
主
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
第
一
点
目
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
治
右
衛
門
が
盗
人
で
あ
る
と
い
う
証
拠
は
な
い
の
で
、
当
然
、
治
右
衛
門
を
盗
犯
と
認
定
し
て
刑
罰
案
を
老
中
に
伺
う
と
い

う
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
盗
人
と
い
う
証
拠
の
な
い
者
を
鉄
山
の
者
が
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
評
定
所
の
審
理
で
は
、

四
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そ
の
こ
と
を
、
実
行
犯
で
あ
る
手
代
の
八
兵
衛
が
み
ず
か
ら
認
め
、
陳
謝
し
て
い
た
（
第
四
節
第
三
項
参
照
）。
当
時
、
人
殺
し
は
重
大

犯
罪
で
あ
る
。
し
か
し
、
奉
行
側
は
八
兵
衛
の
罪
を
問
い
そ
の
刑
を
老
中
に
伺
う
こ
と
は
し
て
い
な
い(62
)。
ま
た
、
八
兵
衛
に
対
し
、

「
死
ん
で
も
構
わ
な
い
か
ら
強
く
縛
り
置
く
よ
う
に
」、
と
命
じ
た
平
八
に
つ
い
て
も
、
奉
行
側
は
何
ら
刑
を
伺
っ
て
い
な
い
。
八
兵
衛

に
よ
る
縛
殺
と
平
八
の
不
適
切
な
指
示
に
つ
い
て
は
、
事
実
認
定
に
不
明
な
部
分
、
決
し
が
た
い
事
柄
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奉
行
は
、
捕
縛
実
行
犯
、
捕
縛
命
令
者
の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
姿
勢
を
見
せ
な
か
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
上
記
し
た
第
四
節
第
七
項
の
「
供
述
評
価
報
告
文
」
の
な
か
に
見
ら
れ
た
奉
行
側
の
認
識
が
影
響
し
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
計
画
的
犯
行
で
は
な
く
、
夜
番
人
が
「
盗
人
」
と
叫
ん
だ
の
で
、
鉄
山
の
者
が
あ
の
よ
う
な
打
倒
し
・

縛
殺
行
為
に
及
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
奉
行
側
の
認
識
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
背
後
に
は
、「
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
ま
ま

有
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
、
な
か
ば
容
認
的
な
意
識
が
潜
ん
で
い
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
そ
の
結
果
、
鉄
山
の
者
た
ち
の
振
舞
い
を

大
目
に
見
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
す
る
と
、
そ
こ
に
は
、
中
世
以
来
の
在
地
の
「
窃
盗
重
罪
観(63
)」
的
観
念
に
一
定
の
理
解
を
示
す
姿

勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。

本
件
「
人
殺
出
入
」
の
審
理
か
ら
一
〇
年
ほ
ど
後
の
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
七
月
に
老
中
よ
り
三
奉
行
宛
に
発
せ
ら
れ
た
法
令
の

第
一
条
に
、「
一
、
盗
人
御
仕
置
之
儀
、
大
概
死
罪
ニ
成
り
候
ら
え
共
…
…(64
)」
と
あ
る
。
当
時
の
幕
府
に
お
い
て
も
、「
盗
人
」
は
重
罪

と
い
う
観
念
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
盗
人
は
こ
れ
を
追
い
か
け
て
殺
し
て
も
罪
に
な
ら
な
い
と
い

う
考
え
方
が
、
幕
府
奉
行
た
ち
の
間
に
、「
公
事
方
御
定
書
」
成
立
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る(65
)。
こ
う
し
た
「
窃
盗

重
罪
観
」
的
観
念
が
あ
っ
た
た
め
、
鉄
山
の
者
た
ち
の
行
為
に
理
解
を
示
し
た
奉
行
が
、
本
件
「
人
殺
出
入
」
の
判
決
原
案
―
―
す
な

わ
ち
、
老
中
へ
の
伺
い
―
―
の
な
か
に
、
鉄
山
の
者
た
ち
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
の
文
言
を
記
さ
な
か
っ
た
、
と
い
う
推
測
も
全
く

「
人
殺
出
入
」
(二
・
完
)（
大
平
）
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成
り
立
た
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
を
出
な
い
。
本
件
「
人
殺
出
入
」
の
最
大
の
争
点
と
い
っ

て
も
よ
い
、
鉄
山
の
者
が
治
右
衛
門
の
所
持
銀
を
奪
っ
て
殺
害
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
、
証
拠
を
示
し
て
明
確
な
結
論
を
提
示

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
一
部
に
つ
い
て
刑
を
伺
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
控
え
目
な
伺
い
文
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
な
と
こ
ろ
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

本
件
「
人
殺
出
入
」
で
は
、
評
定
所
で
の
審
理
の
途
中
で
、
相
手
方
の
偽
証
（
偽
装
工
作
）
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。「
出
入
筋
」
で
は
、

仮
に
、
事
案
が
今
日
の
民
事
事
件
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
手
続
上
、
不
届
き
な
こ
と
が
あ
れ
ば
刑
罰
を
加
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
本
件
で
は
、
奉
行
の
伺
い
の
な
か
に
、
偽
証
（
偽
装
工
作
）
を
し
た
者
の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
文
言
は
見
ら
れ
な
い
。
そ

の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
も
、
右
と
同
様
の
理
由
に
よ
る
も
の
と
見
る
の
が
穏
当
な
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
か
。

第
二
項

老
中
の
指
令

一

奉
行
か
ら
上
記
の
よ
う
な
伺
い
を
受
け
取
っ
た
老
中
は
、
次
の
よ
う
な
指
令
（
下
知
）
を
行
っ
た
。
老
中
の
指
令
は
、
上
述
の

よ
う
に
、
奉
行
よ
り
各
人
に
判
決
と
し
て
申
し
渡
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

㈠

平
八
（
鉄
山
師
源
蔵
の
弟
）
に
対
す
る
判
決

「
右
の
者
、
久
斗
山
鉄
山
に
お
い
て
、
熊
谷
村
治
右
衛
門
を
盗
人
で
あ
る
と
し
て
、
源
蔵
手
代
の
八
兵
衛
が
殺
害
し
た
の
で
、

〔
八
兵
衛
を
〕
解
死
人
と
す
べ
き
と
こ
ろ
、
牢
死
し
た
の
で
死
骸
を
取
り
捨
て
た
。
そ
の
方
は
そ
の
節
、
差
図
の
仕
方
が
不
届

き
で
あ
る
う
え
、
治
右
衛
門
の
死
骸
を
、
地
頭
役
人
へ
も
申
し
届
け
ず
隠
し
て
埋
め
た
。
か
つ
、
治
右
衛
門
が
盗
人
と
い
う
証
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拠
も
な
い
の
に
盗
人
で
あ
る
と
申
し
争
い
、
偽
り
を
申
し
、
重
々
不
届
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
遠
島
を
申
し
付
け
る
」

㈡

源
蔵
（
鉄
山
師
）
に
対
す
る
判
決

「
右
の
者
、
去
る
卯
年
（
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
））、
久
斗
山
に
お
い
て
〔
手
代
ど
も
が
〕
熊
谷
村
治
右
衛
門
を
殺
害
し
た
さ
い
、
そ

の
方
は
右
場
所
に
居
合
わ
せ
ず
、
様
子
も
知
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
吟
味
の
さ
い
、
与
右
衛
門
が
生
き
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
病
死
し
た
と
偽
り
、
そ
の
う
え
、
牢
内
の
平
八
へ
密
書
を
遣
し
た
。
重
々
不
届
き
の
仕
方
に
つ
き
、
追
放
の
重
科
に
申
し

付
け
る
」

㈢

善
七
（
源
蔵
手
代
）、
与
兵
衛
（
同
）、
一
郎
左
衛
門(66
)（
同
）、
安
左
衛
門
（
同
）、
与
右
衛
門
（
源
蔵
山
子
）、
八
兵
衛
（
久

斗
山
番
太
郎
）
に
対
す
る
判
決

「
右
六
人
、
吟
味
が
済
ん
だ
の
で
在
所
へ
差
し
戻
す
」

㈣

長
兵
衛
（
治
右
衛
門
忰
）、
吉
兵
衛
（
同
）、
加
兵
衛
（
治
右
衛
門
従
弟
）、
与
市
（
大
庄
屋
）、
六
兵
衛
（
治
右
衛
門
相
聟
）、

徳
左
衛
門
（
治
右
衛
門
従
弟
）
に
対
す
る
判
決

「
治
右
衛
門
が
死
に
、
願
い
に
よ
り
吟
味
を
遂
げ
た
と
こ
ろ
、
源
蔵
手
代
八
兵
衛
が
治
右
衛
門
を
殺
し
た
こ
と
を
白
状
し
た
の
で
、

解
死
人
と
す
べ
き
と
こ
ろ
、
牢
死
し
た
の
で
死
骸
は
取
り
捨
て
た
。
平
八
は
楚(粗

)忽
の
致
し
方
で
あ
っ
た
の
で
、
遠
島
に
処
し
た
。

そ
の
旨
を
存
じ
、
在
所
に
帰
る
べ
き
で
あ
る
」

「
人
殺
出
入
」
(二
・
完
)（
大
平
）
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二

以
上
が
老
中
の
指
令
に
も
と
づ
き
奉
行
が
各
人
に
申
し
渡
し
た
判
決
で
あ
る
。
㈠
㈡
㈢
が
相
手
方
な
ら
び
に
相
手
方
関
係
者
に

対
す
る
判
決
、
㈣
が
訴
訟
人
な
ら
び
に
訴
訟
人
関
係
者
に
対
す
る
判
決
で
あ
る
。「
出
入
筋
」
で
扱
わ
れ
る
民
事
事
件
の
よ
う
に
、
訴

訟
人
・
相
手
方
同
一
の
一
個
の
判
決
文
で
は
な
い(67
)。「
出
入
筋
」
で
扱
わ
れ
る
刑
事
事
件
で
は
、
罪
状
も
刑
罰
も
人
に
よ
り
異
な
る
可

能
性
が
あ
り
、
ま
た
、
請
証
文
（
判
決
遵
守
誓
約
証
文
）
も
人
に
よ
り
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
別
々
の
判
決
文
が
申

し
渡
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
「
吟
味
筋
」
の
場
合
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

㈣
の
訴
訟
人
な
ら
び
に
訴
訟
人
関
係
者
に
対
す
る
判
決
文
の
な
か
に
は
、
八
兵
衛
と
平
八
に
対
す
る
刑
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る
。
八

兵
衛
は
治
右
衛
門
殺
害
を
白
状
し
た
の
で
解
死
人
と
す
べ
き
と
こ
ろ
、
牢
死
し
た
の
で
死
骸
を
取
り
捨
て
た
旨
記
さ
れ
て
い
る
。
解
死

人
は
、
の
ち
の
「
公
事
方
御
定
書
」
に
規
定
さ
れ
る
下
手
人
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
平
八
は
、「
楚（

粗
）忽

の
致
し
方
」
で
あ
っ
た
の
で
遠
島

に
処
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
評
定
所
で
の
審
理
の
す
え
、
治
右
衛
門
を
直
接
縛
殺
し
た
八
兵
衛
や
、
八
兵
衛
に
強
く
縛
る
よ
う
命
じ

た
平
八
が
、
そ
れ
ぞ
れ
解
死
人
（
存
命
な
ら
ば
）、
遠
島
の
刑
を
申
し
渡
さ
れ
た
こ
と
は
、
訴
訟
人
た
ち
の
心
を
大
き
く
安
ら
げ
る
こ
と

に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
訴
訟
人
た
ち
に
と
っ
て
、
幕
府
の
裁
判
機
関
に
訴
え
た
意
味
は
十
分
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
訴
訟
人
ら
に
対
す
る
判
決
文
に
は
、
八
兵
衛
と
平
八
に
対
す
る
刑
に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
る
が
、
源
蔵
の
刑
に
つ
い
て
の
言
及

が
な
い
。
本
件
「
人
殺
出
入
」
の
裁
判
で
は
、
被
害
者
側
に
対
し
、
加
害
者
を
処
罰
し
た
こ
と
を
判
決
文
で
伝
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ

り
、
か
つ
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
え
が
幕
府
老
中
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
判
決
文
は
、
被
害
者
側
の
復
讐
感
情
を
満

足
さ
せ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う(68
)。
源
蔵
に
対
す
る
刑
は
、
判
決
文
に
よ
れ
ば
、
偽
証
（
偽
装
工
作
）、
口
裏

を
合
わ
せ
る
た
め
の
牢
内
者
へ
の
密
書
な
ど
、
お
上か

み

の
行
う
裁
判
の
公
正
さ
、
裁
判
の
権
威
を
傷
つ
け
た
罪
に
対
す
る
刑
で
あ
る
。
源

蔵
の
行
為
は
被
害
者
に
対
す
る
犯
罪
行
為
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
偽
証
（
偽
装
工
作
）
に
関
与
し
た
の
は
源
蔵
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
源
蔵
の
弟
の
平
八
を
始
め
、
多
く
の
者
が
偽
証

（
偽
装
工
作
）
に
荷
担
し
て
い
た
。
し
か
し
、
源
蔵
の
ほ
か
に
誰
も
偽
証
（
偽
装
工
作
）
の
罪
に
問
わ
れ
た
者
は
居
な
か
っ
た
。
平
松
義

郎
氏
に
よ
れ
ば
、「
重
科
人
、
大
悪
党
を
重
点
的
に
捕
え
、
微
罪
は
見
逃
し
に
せ
よ
」、
と
い
う
の
が
捜
査
に
お
け
る
幕
府
の
方
針
で

あ
っ
た(69
)。
裁
判
に
お
け
る
罪
の
決
定
に
さ
い
し
て
も
、
同
じ
よ
う
な
方
針
が
と
ら
れ
て
い
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
鉄
山
総
責

任
者
の
源
蔵
が
偽
装
工
作
の
首
謀
者
と
見
ら
れ
重
科
に
処
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三

「
人
殺
出
入
」
文
書
に
は
、
こ
の
判
決
文
に
続
け
て
、
刑
の
執
行
、
裁
判
の
終
結
等
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
文
章
が
記
さ
れ
て

い
る
。

「
右
の
通
り
落
着
せ
し
め
、
平
八
は
牢
内
へ
相
返
し
、
源
蔵
は
評
定
所
よ
り
た
だ
ち
に
追
放
せ
し
め
、
御
構
場
所
の
書
付
を
渡
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
御
構
場
所
へ
徘
徊
し
な
い
よ
う
に
、
証
文
を
申
し
付
け
、
取
り
置
い
た
。
目
安
、
返
答
書
を
継
ぎ
合
わ
せ
、
裏
判
を

消
し
遣
わ
す
。
吟
味
一
巻
の
書
物
は
出
羽
守
方
に
あ
る
」

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
追
放
刑
を
申
し
渡
さ
れ
た
者
は
、
評
定
所
よ
り
た
だ
ち
に
追
放
さ
れ
た
こ
と
、
追
放
刑
を
申
し
渡
さ
れ
た
者
に
は

「
御
構
場
所
」（
立
入
禁
止
区
域
）
を
記
し
た
書
付
が
渡
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
上
記
文
章
中
に
「
証
文
」
と
あ
る
の
は
、
判
決

に
承
伏
し
判
決
を
遵
守
す
る
旨
の
意
思
を
明
確
に
さ
せ
る
た
め
の
「
証
文
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
刑
事
事
件
で
あ
る
の
で
、
伏
罪
の
意

思
を
明
確
に
さ
せ
る
た
め
の
「
落
着
請
証
文
」
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。「
落
着
請
証
文
」
は
、
平
松
義
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
死
刑
、
遠

島
の
者
を
除
き
、「
有
罪
、
無
罪
を
問
わ
ず
、
主
た
る
被
糺
問
者
お
よ
び
一
件
の
者
す
べ
て
か
ら
提
出
せ
し
め
る
の
が
原
則
」
で
あ
っ

「
人
殺
出
入
」
(二
・
完
)（
大
平
）
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た(70
)。
し
か
し
、
本
件
で
は
、
追
放
刑
を
宣
告
さ
れ
た
源
蔵
に
対
し
て
の
み
「
証
文
」
が
申
し
付
け
ら
れ
て
い
る
。
右
「
証
文
」
が
「
落

着
請
証
文
」
で
あ
る
と
す
る
と
、
平
松
氏
の
指
摘
す
る
原
則
は
、
こ
の
判
決
が
申
し
渡
さ
れ
た
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
の
時
点
で
は

ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

な
お
、
本
稿
で
は
「
出
入
筋
」
で
の
刑
事
事
件
の
取
扱
い
を
論
じ
て
い
る
の
で
、「
出
入
筋
」
と
い
う
点
に
力
点
を
置
く
と
、
こ
の

「
証
文
」
は
―
―
従
来
の
議
論
か
ら
す
る
と
―
―
「
上
ゲ
証
文
」
あ
る
い
は
「
裁
許
請
証
文
」、「
取
替
証
文
」
と
い
う
可
能
性
も
あ
り

そ
う
で
あ
る(71
)。
し
か
し
、
追
放
刑
の
宣
告
を
受
け
た
源
蔵
に
対
し
て
だ
け
こ
の
「
証
文
」
が
申
し
付
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、

そ
の
可
能
性
は
少
な
い
と
見
る
の
が
穏
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

四

本
稿
で
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
刑
事
事
件
が
「
出
入
筋
」
で
ど
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、「
人
殺

出
入
」
を
素
材
に
し
て
色
々
と
検
討
し
て
き
た
。
以
上
の
検
討
か
ら
、
本
件
「
人
殺
出
入
」
で
は
、
従
来
、
民
事
事
件
を
主
た
る
対
象

と
し
て
考
察
さ
れ
て
き
た
「
出
入
筋
」
で
の
判
決
文
や
請
証
文
の
あ
り
方
と
は
大
き
く
異
な
る
様
子
が
見
ら
れ
た
。「
出
入
筋
」
の
手

続
き
―
―
訴
状
の
提
出
に
始
ま
り
、
裏
判
消
し
で
終
わ
る
「
出
入
筋
」
の
一
連
の
手
続
き
―
―
に
つ
い
て
少
し
見
な
お
し
て
み
る
必
要

が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
実
は
「
出
入
筋
」、「
吟
味
筋
」
の
手
続
問
題
と
密
接
に
か
か
わ
る
問
題
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
。な

お
、
三
の
冒
頭
で
引
用
し
た
文
章
の
末
尾
に
出
て
く
る
「
出
羽
守
」
と
は
、
寺
社
奉
行
森
川
俊
胤
の
こ
と
で
あ
る
。
右
文
章
か
ら
、

本
件
「
人
殺
出
入
」
の
一
件
文
書
が
寺
社
奉
行
森
川
出
羽
守
宅
に
保
管
さ
れ
た
こ
と
、
し
が
っ
て
、
担
当
奉
行
は
彼
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。
源
蔵
の
供
述
調
書
（
第
四
節
第
五
項
一
参
照
）
に
、「
於
出
羽
守
宅
遂
吟
味
候
趣
…
…
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
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五

奉
行
か
ら
判
決
原
案
の
伴
わ
な
い
伺
い
を
受
け
取
っ
た
老
中
は
、
上
呈
さ
れ
た
一
件
書
類
を
検
討
し
て
み
ず
か
ら
独
自
の
判
断

を
下
し
て
い
る
。
老
中
は
、
八
兵
衛
、
平
八
、
源
蔵
の
犯
罪
事
実
を
認
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
刑
を
決
定
し
て
い
る(72
)。
そ
し
て
、
源
蔵
の

手
代
や
山
子
、
番
太
郎
ら
の
関
係
者
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
咎
め
る
こ
と
な
く
在
所
へ
の
帰
還
を
命
じ
て
い
る
。
老
中
は
、
統
治
に
責

任
を
持
つ
者
と
し
て
、
こ
の
「
人
殺
出
入
」
を
放
置
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
奉
行
側
が
犯
罪
事
実
の
認
定
を
あ
き
ら
め
た
こ

の
事
件
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
形
で
結
着
を
つ
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
老
中
は
、
上
呈
さ
れ
た
書
類
を
も
と
に
、
最
も
説
得
的
と
思
わ

れ
る
結
論
を
追
求
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
断
固
た
る
裁
定
を
下
し
て
い
る
。

一
般
に
、
事
実
認
定
の
む
ず
か
し
い
事
件
は
、
刑
事
、
民
事
を
問
わ
ず
誤
判
を
ひ
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
。
誤
判
は
奉
行
（
奉
行

所
）
に
よ
る
「
不
当
な
裁
き
」
と
い
う
批
判
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
藤
田
幽
谷
は
、
公
事
出
入
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
裁
判

に
対
す
る
「
当
不
当
の
批
判
」
を
恐
れ
て
、
奉
行
（
奉
行
所
役
人
）
が
裁
判
を
せ
ず
、
当
座
の
批
判
の
が
れ
に
内
済
を
申
し
付
け
る
こ

と
が
あ
る
こ
と
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る(73
)。
こ
の
「
人
殺
出
入
」
を
審
理
し
た
奉
行
側
も
、「
当
不
当
の
批
判
」
を
恐
れ
て
結
論
逃
れ

の
判
断
を
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
老
中
に
は
、
誤
判
に
よ
る
権
威
失
遂
を
恐
て
内
済
に
逃
げ
込
ん

だ
り
、
結
論
逃
れ
の
判
断
を
す
る
と
い
う
姿
勢
は
見
ら
れ
な
い
。
事
案
が
殺
人
事
件
と
い
う
重
大
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も

知
れ
な
い(74
)。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
事
実
関
係
に
不
明
な
点
の
多
い
難
事
件
に
つ
き
、
全
国
統
治
を
担
う
幕
府
の
最
重
職
者
と
し
て
判
断

を
避
け
ず
、
断
固
と
し
て
有
罪
判
決
を
申
し
渡
し
た
点
は
注
目
さ
れ
る
。

「
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」
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第
六
節

評
定
所
で
の
審
理
の
若
干
の
特
徴

第
一
項

｢出
入
筋
」
と
「
糺
問
審
理
」

一

本
件
「
人
殺
出
入
」
で
は
、
目
安
提
出
、
奉
行
の
裏
判
下
付
に
始
ま
り
裏
判
消
し
に
終
わ
る
と
い
う
「
出
入
筋
」
の
手
続
が
と

ら
れ
て
い
る
。「
出
入
筋
」
で
は
訴
訟
人
（
原
告
）
と
相
手
方
（
被
告
）
が
法
廷
で
「
対
決
」
す
る
。
取
扱
わ
れ
る
事
件
も
、
土
地
取
引
、

家
屋
敷
売
買
・
賃
貸
借
、
相
続
、
金
銭
貸
借
、
売
掛
金
、
境
堺
争
い
、
水
を
め
ぐ
る
争
い
等
、
民
事
事
件
が
多
く
、「
出
入
筋
」
は

「
極
め
て
当
事
者
主
義
的
で
あ
る(75
)」、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
現
在
の
「
対
審
」
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
出
入
筋
」
に
お
け
る
「
対
決
」
は
、「
役
人
の
尋
問
に
代
る
代
る
答
え
る
も
の(76
)」
で
あ
り
、
当
事
者
は
法
廷
で
奉
行
側
か
ら
一
対
一
で

問
い
糺
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
件
「
人
殺
出
入
」
の
供
述
調
書
（「
申
口
」）
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。「
出
入
筋
」
に
お
け

る
「
原
告
・
被
告
対
決
」
は
、「
担
当
役
人
の
取
調
べ
に
対
す
る
答
弁
で
あ
り
」、
そ
の
本
質
は
下
位
者
か
ら
上
位
者
へ
の
申
し
立
て
で

あ
っ
た(77
)。
中
田
薫
氏
が
評
定
公
事
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
「
貸
金
並
引
宛
前
金
滞
出
入
」
で
は
、
訴
訟
当
事
者
が
評
定
所
で
初
対
決

し
た
の
ち
、
掛
り
奉
行
所
で
一
同
相
席
し
て
奉
行
所
役
人
（
評
定
所
留
役
）
よ
り
「
吟
味
」
を
う
け
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
尋
問
を
す

る
奉
行
所
役
人
か
ら
一
対
一
で
尋
問
さ
れ
て
い
る(78
)。

評
定
所
留
役
が
書
き
記
し
た
と
思
わ
れ
る
『
政
普
集
』
に
は
、
公
事
合
吟
味
の
際
の
心
得
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る(79
)。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
公
事
合
吟
味
」
に
取
り
掛
る
と
き
は
、
奉
行
所
役
人
が
訴
訟
人
の
訴
状
の
趣
を
早
々
に
承
っ
て
糺
す
。
そ
の
さ
い
、

訴
訟
人
の
主
張
（「
申
口
」）
を
、
相
手
方
に
対
し
て
は
黙
っ
て
聞
か
せ
（「
相
手
方
江
は
無
言
ニ
て
為
聞
置
」）、
相
手
方
が
あ
れ
こ
れ
反
論
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し
て
も
議
論
が
混
雑
す
る
の
で
（「
彼
是
申
争
候
共
、
致
混
雑
候
間
」）、
訴
訟
人
の
発
言
を
聞
く
よ
う
に
と
申
し
聞
か
せ
て
、
相
手
方
を
押

し
留
め
置
き
（「
承
り
候
様
申
聞
、
押
置
」）、
訴
訟
人
の
言
い
分
を
得
と
承
り
糺
し
て
、
そ
の
主
張
を
役
人
が
書
留
め
、
お
お
よ
そ
訴
状

の
趣
旨
を
書
取
り
、
訴
訟
人
の
主
張
を
聞
き
取
っ
た
上
で
（「
大
概
訴
状
趣
意
書
取
、
申
所
之
旨
、
役
人
聞
取
候
上
ニ
而
」）、
次
に
、
相
手
方

の
返
答
書
の
趣
を
遂
一
承
り
糺
し
て
書
留
め
る
（「
返
答
書
之
趣
、
遂
一
承
糺
書
留
」）。
訴
訟
人
が
反
論
し
て
も
、
黙
っ
て
聞
く
よ
う
に
押

し
留
め
（「
訴
訟
方
よ
り
申
争
候
は
ゞ
、
同
様
、
無
言
ニ
致
し
承
居
候
様
押
江
置
」）、
相
手
方
の
主
張
の
趣
旨
を
役
人
が
聞
き
取
っ
た
う
え
、

双
方
の
主
張
を
書
き
留
め
残
し
た
と
こ
ろ
が
な
い
か
ど
う
か
、
書
き
留
め
た
内
容
を
双
方
に
読
み
聞
か
せ
（「
双
方
之
申
口
書
留
残
候
処

も
無
之
哉
、
書
留
候
之
趣
双
方
江
読
聞
せ
」）、
双
方
よ
り
申
し
立
て
て
書
き
残
し
た
こ
と
が
あ
る
と
主
張
す
れ
ば
、
そ
れ
を
洩
れ
無
く
書

き
留
め
（「
双
方
よ
り
、
申
立
、
残
候
事
有
之
候
旨
申
口
ニ
候
は
ゞ
、
其
趣
不
洩
様
書
留
」）、
右
書
面
の
趣
を
も
っ
て
双
方
の
申
し
分
は
大
体
分

か
る
の
で
、
虚
実
の
と
こ
ろ
を
探
鑿
し
、
そ
れ
ぞ
れ
双
方
の
吟
味
に
取
り
掛
る
。

以
上
が
『
政
普
集
』
に
記
さ
れ
た
「
公
事
合
吟
味
」
に
取
り
掛
る
さ
い
の
奉
行
所
役
人
の
心
得
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
る

よ
う
に
、
奉
行
所
役
人
は
、
双
方
の
主
張
を
、「
奉
行
所
役
人
」
対
「
訴
訟
人
」、
あ
る
い
は
「
奉
行
所
役
人
」
対
「
相
手
方
」
と
い
う

一
対
一
の
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
さ
せ
、
そ
の
全
体
像
を
把
握
し
た
う
え
で
、
そ
の
「
虚
実
」
を
「
探
鑿
」
し
、「
双
方
」
を
「
吟
味
」

す
る
の
で
あ
る
。

訴
訟
当
事
者
双
方
の
「
吟
味
」
に
つ
い
て
は
、『
律
令
要
略
』
の
「
公
事
吟
味
之
心
得(80
)」
に
、「（
前
略
）
何
事
に
依
ら
ず
、
其
人
え

懸
り
て
の
吟
味
事
は
、
双
方
相
交
り
対
決
之
上
、
実
否
を
聞
分
ケ
、
又
一
方
ツ
ヽ
聞
糺
し
、
或
は
其
論
す
る
所
を
幾
度
も
打
交
り
尋
問

す
れ
は
、
お
の
つ
か
ら
糸
口
出
る
も
の
也
、
其
糸
口
を
推
せ
ハ
、
理
非
分
る
へ
し
」、
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
相
手
を
訴
え
て
出

訴
し
た
「
吟
味
事
」
は
、
訴
訟
人
・
相
手
方
「
双
方
対
決
」
の
う
え
、
奉
行
所
役
人
が
「
実
否
」
を
判
断
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、「
吟

「
人
殺
出
入
」
(二
・
完
)（
大
平
）
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味
」
の
仕
方
と
し
て
は
、
奉
行
所
役
人
が
当
事
者
を
一
方
ず
つ
尋
問
し
た
り
、
議
論
に
な
っ
て
い
る
点
を
奉
行
所
役
人
が
何
度
も
交
互

に
尋
問
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
奉
行
所
役
人
」
対
「
一
方
当
事
者
」
と
い
う
一
対
一
の
尋
問
で
あ
る
。

「
公
事
吟
味
之
心
得
」
に
は
、
こ
れ
に
続
け
て
、「
又
其
人
ニ
あ
つ
か
ら
さ
る
事
ニ
て
、
前
々
の
証
拠
を
引
合
て
、
理
非
の
軽
重
を

考
ふ
る
類
ハ
、
双
方
打
交
て
は
、
正
理
ま
き
れ
て
聞
請
ケ
か
た
か
る
へ
し
、
一
方
ツ
ヽ
不
審
成
事
を
道
理
を
推
て
糺
さ
は
、
理
非
分
る

へ
し
」、
と
あ
る
。
そ
の
人
の
あ
づ
か
り
知
ら
ぬ
事
に
つ
き
、
前
々
の
証
拠
を
引
合
に
出
し
て
、
ど
ち
ら
に
よ
り
理
が
あ
り
非
が
あ
る

の
か
を
考
え
る
よ
う
な
場
合
は
、
双
方
が
入
り
混
じ
っ
て
議
論
し
て
い
て
は
正
し
い
道
理
が
う
や
む
や
に
な
っ
て
聞
き
請
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
奉
行
所
役
人
が
、
当
事
者
を
一
方
ず
つ
、
つ
ま
び
ら
か
で
な
い
事
柄
を
道
理
に

し
た
が
っ
て
糺
明
す
れ
ば
理
非
は
分
か
る
、
と
す
る
。「
双
方
打
交
り
」
で
は
な
い
形
で
、「
奉
行
所
役
人
」
対
「
一
方
当
事
者
」
と
い

う
二
極
構
造
的
な
審
理
の
あ
り
方
が
こ
こ
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
公
事
吟
味
之
心
得
」
は
、
さ
ら
に
続
け
て
、「
道
理
に
詰
り
て
頻
に
対
決
を
願
ふ
は
、
己
が
弁
舌
を
も
つ
て
道
理
を
い
ひ
闇
さ
ん

と
の
巧
な
る
へ
し
」、
と
述
べ
て
い
る
。
裁
判
担
当
専
門
職
た
る
奉
行
所
役
人
か
ら
、
一
対
一
で
理
詰
め
で
追
及
さ
れ
て
逃
げ
切
れ
な

く
な
っ
た
一
方
当
事
者
が
、
他
方
当
事
者
と
の
「
対
決
」
を
し
き
り
に
求
め
、「
対
決
」
の
場
で
自
己
の
弁
舌
を
総
動
員
し
て
道
理
を

う
や
む
や
に
し
よ
う
と
た
く
ら
む
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
公
事
吟
味
之
心
得
」
に
は
、
つ
づ
け
て
、「
又
一
方
之
申
所
を
一
方
え
も
ら
せ
ハ
、
吟
味
之
妨
に
な
る
事
有
り
、
心
得
べ
き
也
」

と
あ
る
。
一
方
当
事
者
の
供
述
内
容
を
他
方
当
事
者
に
洩
ら
す
と
「
吟
味
」
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
心
得
て

お
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
こ
の
記
述
か
ら
、
複
数
の
被
疑
者
を
別
々
に
呼
び
出
し
、
一
方
の
被
疑
者
の
供
述
内
容
を
秘
匿
し
て
他
方
の

被
疑
者
の
取
調
べ
を
進
め
る
こ
と
も
あ
る
刑
事
事
件
の
取
調
べ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、「
公
事
吟
味
」
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
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こ
と
が
分
か
る(81
)。

「
公
事
吟
味
」
に
お
い
て
は
、
尋
問
は
常
に
「
奉
行
所
役
人
」
対
「
一
方
当
事
者
」
で
あ
っ
た
。
法
廷
で
の
審
理
は
、
裁
判
担
当
の

奉
行
所
役
人
が
主
導
し
、
当
事
者
は
常
に
奉
行
所
役
人
の
尋
問
に
答
え
る
対
象
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
平
松
義
郎

氏
の
い
わ
れ
る
「
吟
味
を
す
る
役
人
と
、
吟
味
を
受
け
る
者
と
が
あ
る
ば
か
り(82
)」
と
い
う
「
吟
味
筋
」
で
の
吟
味
の
様
相
が
色
濃
く
う

か
が
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
注
目
す
べ
き
は
、「
公
事
合
吟
味
」
の
節
の
心
得
を
述
べ
た
上
記
『
政
普
集
』
の
な
か
で
、「
吟
味
」
に
さ
い
し
「
品
ニ

よ
り
問
責
候
て
も
吟
味
す
べ
き
事
と
心
得
…
…(83
)」
と
、「
問
責
」
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
訴
訟
人
、
相
手
と
も
に
、
奉
行
所
役

人
に
よ
る
「
問
責
」
を
伴
う
「
吟
味
」
を
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
書
は
、「
不
埒
之
申
分
等
相
聞
え
候
と
も
、
権
高
ニ

言
葉
咎
め
、
亦
は
叱
り
候
儀
は
致
さ
ず
、
随
分
相
慎
み
候
て
、
追
々
糺
明
を
遂
げ
…
…(84
)」
と
も
述
べ
て
、「
権
高
の
言
葉
咎
め
」
や

「
叱
り
」
を
い
ま
し
め
て
い
る
。
裁
判
担
当
の
奉
行
所
役
人
に
対
し
、
こ
と
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
注
意
を
促
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す

る
と
、
普
段
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
評
定
所
留
役
等
、

奉
行
所
役
人
の
尋
問
は
、
と
き
と
し
て
熾
烈
を
極
め
る
こ
と
も
あ
っ
た(85
)。

こ
う
し
て
み
る
と
、「
公
事
吟
味
」（「
公
事
合
吟
味
」）
に
お
け
る
「
吟
味
」
は
、「
吟
味
筋
」
に
お
け
る
罪
人
の
「
糺
問
」
と
本
質
的

に
は
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
。「
出
入
筋
」
の
審
理
は
、
春
原
源
太
郎
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
糾
問
審
理(86
)」

で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、「
糺
問
主
義
の
手
続
」
と
さ
れ
る
「
吟
味
筋(87
)」
に
お
け
る

法
廷
で
の
「
吟
味
」
と
、「
極
め
て
当
事
者
主
義
的
で
あ
る(88
)」
と
さ
れ
る
「
出
入
筋
」
に
お
け
る
法
廷
で
の
「
吟
味
」
と
が
ど
れ
ほ
ど

異
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
今
一
度
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
は
、「
吟
味
筋
」
と
は
何
か
、「
出
入
筋
」
と
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は
何
か
と
い
う
問
題
に
も
か
か
わ
っ
て
来
そ
う
に
も
思
え
る
。

二

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
律
令
制
の
刑
事
裁
判
手
続
で
あ
る
「
断
獄
」
で
あ
る
。
弾
劾
主
義
的
色
彩
を
も
つ
「
断
獄
」
の
手

続
に
よ
れ
ば
、
裁
判
は
他
人
の
「
告
言
」
に
よ
り
開
始
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
が
特
定
の
他
者
を
「
告
状
」
に
よ
っ
て
訴
え
る
こ

と
に
よ
り
始
め
て
裁
判
が
開
始
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
裁
判
で
は
担
当
官
が
人
的
証
拠
、
物
的
証
拠
に
よ
り
真
実
発
見
、
犯
罪
事
実
の
認

定
に
努
め
る
。
石
井
紫
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
審
理
で
は
、「
当
事
者
主
義
的
に
、
両
当
事
者
の
攻
撃
・
防
禦
が
交
錯
す
る
と
い
う
の
で
な

く
、
双
方
と
も
官
の
糺
問
の
対
象
と
な
っ
て
い
る(89
)」。
石
井
氏
は
、「
断
獄
」
手
続
の
こ
う
し
た
特
徴
を
「
双
方
糺
問
主
義(90
)」
と
表
現
さ

れ
た
。
担
当
官
に
よ
る
審
理
が
終
了
し
犯
罪
事
実
の
認
定
が
な
さ
れ
る
と
、
担
当
官
は
判
決
原
案
を
作
成
し
て
上
級
官
に
伺
う
。
上
級

長
官
の
承
認
に
よ
り
判
決
が
確
定
す
る
。

こ
の
よ
う
な
律
令
の
「
断
獄
」
手
続
を
見
て
み
る
と
、
江
戸
時
代
の
評
定
所
で
の
審
理
と
律
令
の
裁
判
制
度
の
も
と
で
の
審
理
と
の

近
似
性
が
我
々
の
興
味
を
ひ
く
。
石
井
紫
郎
氏
の
い
わ
れ
る
「
双
方
糺
問
主
義
」
と
、
江
戸
時
代
の
「
出
入
筋
」
に
お
け
る
当
事
者
双

方
の
「
糺
問
審
理
」
と
の
間
に
ど
れ
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
の
か
、
大
い
に
注
目
さ
れ
る
。
石
井
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、「
律
令
制

的
裁
判
制
度
」
が
「
近
世
日
本
に
と
っ
て
も
種
々
の
意
味
で
無
縁
で
な
い(91
)」
と
す
る
な
ら
ば
、「
断
獄
」
手
続
と
「
出
入
筋
」
の
異
同

と
そ
の
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
江
戸
時
代
の
裁
判
手
続
を
改
め
て
見
つ
め
直
す
こ
と
に
と
っ
て
大
い
に
意
味
の
あ
る
こ
と
と

思
わ
れ
る
が
、
法
と
国
制
の
あ
り
方
に
か
か
わ
る
こ
の
問
題
を
正
面
か
ら
論
ず
る
準
備
は
、
現
在
の
筆
者
に
は
な
い
。
今
後
の
課
題
と

し
た
い(92
)。

な
お
、
律
令
の
「
断
獄
」
手
続
は
刑
事
裁
判
手
続
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
江
戸
時
代
の
「
出
入
筋
」
は
「
民
事
刑
事
両
訴
訟
手
続

の
合
体
し
た
も
の
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
ち
ら
も
法
廷
で
「
糺
問
」
的
な
審
理
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
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こ
と
は
上
記
課
題
の
検
討
に
さ
い
し
念
頭
に
置
か
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
二
項

判
決
な
き
伺
い
―
―
「
吟
味
の
手
懸
り
が
あ
り
ま
せ
ん
」
―
―

一

江
戸
幕
府
の
裁
判
機
関
は
、
裁
判
に
お
い
て
刑
を
申
し
渡
す
場
合
、
一
定
の
刑
ま
で
は
み
ず
か
ら
の
判
断
で
申
し
渡
す
こ
と
が

で
き
た
（「
手
限
仕
置
」）
が
、
そ
れ
以
上
の
刑
を
申
し
渡
す
場
合
は
上
級
機
関
に
伺
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た(93
)。
刑
の
申
し
渡
し
を

伴
わ
な
い
民
事
事
件
に
つ
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
上
級
機
関
に
判
決
原
案
を
伺
い
、
指
示
を
仰
ぐ(94
)。

江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
司
法
に
お
け
る
伺
・
指
令
の
ほ
か
に
、
行
政
事
務
に
お
い
て
も
下
級
機
関
よ
り
上
級
機
関
に
伺

い
、
上
級
機
関
の
指
示
を
得
て
当
該
事
務
の
執
行
が
な
さ
れ
る
と
い
う
伺
・
指
令
の
シ
ス
テ
ム
が
と
ら
れ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
稟
議
制

と
呼
ば
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る(95
)。
そ
こ
で
は
原
案
は
下
級
機
関
で
用
意
さ
れ
、
そ
れ
を
上
級
機
関
が
承
認
す
る
。
こ
れ
が
日
本
の
官

僚
制
の
一
つ
の
特
徴
と
も
い
え
る
。
江
戸
時
代
に
は
、
司
法
に
お
い
て
も
行
政
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
伺
・
指
令
の
シ
ス
テ
ム
が
と
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二

本
稿
で
と
り
上
げ
た
「
人
殺
出
入
」
の
事
案
で
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
奉
行
は
、
❟
治
右
衛
門
が
盗
人
で
あ
る
と
い
う
証

拠
は
な
い
、
➈
治
右
衛
門
が
銀
子
を
所
持
し
て
い
た
か
ど
う
か
が
分
か
ら
ず
、
関
係
者
も
死
亡
し
て
い
て
「
吟
味
の
手
懸
り
が
な
い
」、

と
い
う
趣
旨
の
伺
い
を
老
中
に
提
出
し
た
。
刑
事
事
件
の
判
決
（
原
案
）
を
上
級
機
関
に
伺
う
場
合
、
通
常
は
犯
罪
事
実
と
科
す
べ
き

刑
を
記
し
て
伺
う
こ
と
に
な
る
が
、
本
件
の
伺
い
で
は
そ
の
い
ず
れ
の
記
載
も
な
い
。
端
的
に
言
っ
て
、
奉
行
か
ら
の
伺
い
は
、「
分

か
ら
な
い
の
で
ど
う
す
べ
き
か
」
と
い
う
伺
い
で
あ
る
。
奉
行
は
、
裁
判
機
関
と
し
て
と
も
か
く
も
審
理
を
終
え
る
こ
と
は
で
き
た
が
、

判
決
（
原
案
）
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
奉
行
の
伺
い
は
、「
判
決
な
き
伺
い
」
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
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「
伺
・
指
令
型
司
法
」
の
あ
り
方
か
ら
大
き
く
は
ず
れ
る
異
例
の
事
態
の
よ
う
に
思
え
る
。

こ
の
事
態
は
奉
行
が
無
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
必
ず
し
も
そ
れ
だ
け
で
説
明
で
き
る
こ
と
で
は
な
さ

そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
奉
行
が
評
定
所
で
の
審
理
に
携
わ
る
機
会
は
、
第
四
節
第
一
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
極
め
て
限
定
さ
れ
て

お
り
、
審
理
の
実
質
は
評
定
所
留
役
な
ど
の
下
役
人
（
奉
行
所
役
人
）
が
担
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
評
定
所
留
役
の
力
量
も
問
題
に

な
っ
て
来
よ
う(96
)。
さ
ら
に
ま
た
、
最
大
の
論
点
と
い
っ
て
も
よ
い
、
鉄
山
の
者
が
治
右
衛
門
の
所
持
銀
を
奪
っ
て
殺
し
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
結
論
を
出
そ
う
と
す
る
場
合
に
、
何
が
決
め
手
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
の
確
立
し
た
共
通
認
識
が
な
い
な
か
で
、

ひ
た
す
ら
「
真
実
を
解
明
」
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
ひ
き
起
こ
し
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
の
「
判
決
な
き
伺
い
」
は
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
現
実
に
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と
を
本
件
「
人

殺
出
入
」
は
示
し
て
い
る
。

三

と
こ
ろ
で
、
本
件
と
ほ
ぼ
と
き
を
同
じ
く
し
て
、
評
定
の
面
々
（
奉
行
）
に
対
し
一
通
の
書
付
が
出
さ
れ
て
い
る
。
正
徳
二
年

（
一
七
一
二
）
九
月
「
評
定
之
面
々
え
被
仰
出
候
御
書
付(97
)」
が
そ
れ
で
あ
り
、
新
井
白
石
の
手
に
な
る
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る(98
)。
評
定
衆

た
る
奉
行
た
ち
に
対
し
、
そ
の
勤
め
向
き
に
つ
き
厳
し
く
注
意
を
促
し
た
書
付
で
あ
る
。
そ
の
第
一
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
一
寛
永
以
後
、
御
代
々
被

仰
出
候
評
定
所
法
式
、
評
定
衆
卯
半
刻
よ
り
会
合
候
て
、
申
之
刻
退
出
し
、
其
日
ニ
決
し
難
き
事
候

ハ
は
、
翌
日
再
会
候
て
、
猶
又
決
断
に
及
ひ
難
き
事
は
、
老
中
に
申
し
言
上
す
べ
き
由
ニ
候
、
近
年
以
来
、
公
事
訴
訟
も
其
数

多
く
成
来
候
処
に
、
評
定
之
面
々
事
に
馴
、
功
を
積
み
、
裁
断
の
次
第
滞
る
所
も
な
く
候
か
、
会
合
之
間
も
な
く
退
出
候
様
ニ

相
聞
ヘ
候
、
若
毎
年
其
大
法
に
任
せ
て
其
道
理
を
尽
す
に
及
は
す
し
て
、
裁
断
に
至
り
候
ハ
ゝ
、
尤
以
不
可
然
事
ニ
被
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候
事
」

右
書
付
第
一
条
か
ら
、
寛
永
以
後
、
代
々
仰
せ
出
さ
れ
た
「
評
定
所
法
式
」
に
よ
れ
ば
、
評
定
衆
の
評
議
で
そ
の
日
に
決
し
難
い
事

が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
翌
日
再
度
会
合
し
て
、
そ
れ
で
も
な
お
ま
た
決
断
に
及
び
難
い
事
は
、
老
中
に
申
し
上
げ
、「
言
上
」
す
べ
き
こ

と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
裁
断
の
遅
延
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
こ
の
「
寛
永
以
後
、
代
々
仰
せ
出
さ
れ
た
『
評
定
所
法
式
』」

と
は
、
寛
永
一
二
年
（
一
六
三
五
）
一
二
月
二
日
に
「
定(99
)」
と
し
て
制
定
さ
れ
、
そ
の
後
、
代
々
仰
せ
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
評
定

衆
の
勤
務
に
関
す
る
基
本
法
令
で
あ
る
。「
評
定
所
掛
看
板
」
と
し
て
「
公
事
方
御
定
書
」
上
巻
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る(100
)。

右
書
付
第
一
条
に
見
ら
れ
る
、「
決
し
難
い
事
」
に
つ
い
て
は
翌
日
再
度
会
合
し
、
そ
れ
で
も
決
し
難
い
事
は
老
中
に
申
し
上
げ
、

「
言
上
」
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
基
本
方
針
は
、
す
で
に
こ
の
寛
永
一
二
年
の
「
定
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
〇
条
に
、「
一
、

公
事
、
其
日
落
着
こ
れ
無
き
儀
は
、
そ
の
評
定
衆
翌
日
寄
合
い
申
し
付
け
ら
る
べ
し
、
相
済
ま
ざ
る
儀
は
年
寄
中
え
談
合
仕
り
、
そ
の

上
、
言
上
致
す
べ
き
事
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
第
一
〇
条
の
後
半
部
分
に
つ
い
て
、「
大
猶
院
殿
御
実
紀
」
寛
永
一
二
年

一
二
月
二
日
条
に
「
猶な

お

決
せ
ざ
る
は
老
臣
に
は
か
り
合
、
其
上
聞
え
あ
ぐ
べ
し(101
)」
と
あ
る
。
評
定
衆
（
奉
行
衆
）
が
再
度
会
合
し
て
も

な
お
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
老
中
に
相
談
し
、
そ
の
上
で
将
軍
に
申
し
上
げ
る
と
い
う
の
が
寛
永
一
二
年
に
定
め
ら
れ
た

基
本
方
針
で
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
初
期
、
三
代
将
軍
家
光
の
こ
ろ
ま
で
は
将
軍
が
じ
き
じ
き
に
裁
判
を
行
う
将
軍
直
裁
も
見
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
公
事
に

つ
き
「
決
し
難
き
事
」
を
将
軍
に
言
上
し
、
そ
の
判
断
を
仰
ぐ
こ
と
を
定
め
た
こ
の
寛
永
一
二
年
の
規
定
は
、
現
実
的
な
意
味
を
有
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
四
代
将
軍
家
綱
以
後
、
将
軍
直
裁
の
慣
習
は
廃
れ
、
や
が
て
、「
司
法
の
全
権
は
老
中
に
委
任
さ
れ
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た(102
)」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
も
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
六
代
将
軍
家
宣
の
死
亡
直
前
、
七
代
幼
少
将
軍
家
継
の
就
任
直
前
に
発
せ

ら
れ
た
上
記
正
徳
二
年
九
月
の
書
付
に
見
ら
れ
た
将
軍
へ
の
「
言
上
」
と
い
う
幕
初
以
来
の
基
本
方
針
は
、
実
際
に
は
か
な
り
形
骸
化

し
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
公
事
に
つ
き
「
決
し
難
き
事
」
を
上
申
し
、
そ
の
判
断
を
仰
ぐ
実
質
的
な
対
象
は
老
中
と
な
っ

て
い
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『
百
箇
條
調
書
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
江
戸
時
代
後
期
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
年
）
以
降
の
も
の
と
思
わ
れ
る
「
公
事
吟
味
銘
々

宅
ニ
而
仕
候
部
」
に
は
、
評
定
所
で
の
審
理
に
つ
い
て
の
奉
行
の
心
得
が
種
々
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
一
ヵ
条
に
、「
公
事
訴

訟
」
の
審
理
の
早
期
終
結
を
促
し
た
条
文
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
、「
御
一
座
ニ
て
決
し
難
き
事
は
、
二
筋
ニ
も
三
筋
ニ
も
存
念
を
認
め

差
出
し
候
様
ニ
と
の
事
ニ
候(103
)」
と
あ
る
。
こ
こ
で
も
、「
決
し
難
き
事
」
は
―
―
何
通
り
か
の
考
え
方
を
記
し
て
―
―
老
中
に
伺
う
よ

う
に
と
あ
る
。
幕
末
の
江
戸
町
奉
行
所
与
力
佐
久
間
長
敬
は
、
奉
行
所
に
お
け
る
判
決
手
続
き
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
法
典
・
旧
記
・
先
例
を
取
調
、
条
理
に
基
き
判
決
す
。
若
し
難
決
も
の
は
、
評
定
所
一
座
へ
相
談
す
る
こ
と
も
あ
り
。
老
中
へ
伺
事

も
あ
り
て
裁
決
を
申
渡
す
も
の
な(104
)」
り
、
と
。
判
決
に
つ
き
「
難
決
も
の
」
を
老
中
に
伺
う
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
司
法
に

お
い
て
「
決
し
難
き
事
」
を
上
級
機
関
に
伺
う
こ
と
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
あ
り
得
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

法
に
も
と
づ
く
独
立
し
た
第
三
者
に
よ
る
判
定
と
い
う
司
法
の
観
念
が
な
く
、「
上
位
者
優
位
の
原
則(105
)」
が
支
配
す
る
統
治
シ
ス
テ

ム
の
あ
り
方
か
ら
す
る
と
、
下
級
機
関
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
た
ぐ
い
の
伺
い
に
つ
き
上
級
機
関
た
る
老
中
が
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
特

に
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
な
か
に
は
裁
判
に
お
い
て
「
決
し
難
い
」
た
め
上
級
の
判
断
を
仰
ぐ
伺
い
も
当
然
に
含
ま
れ
る
こ

と
に
な
る
。「
伺
・
指
令
型
司
法
」
と
は
原
理
的
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
件
「
人
殺
出
入
」
に
お

い
て
、
奉
行
が
老
中
に
対
し
「
判
決
な
き
伺
い
」
を
行
っ
た
こ
と
は
、「
異
例
の
事
態
」
と
は
い
ち
が
い
に
は
い
え
な
い
。
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し
か
し
、
通
常
は
原
案
を
付
し
て
伺
う
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
実
際
そ
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
る
。
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
四

月
に
発
せ
ら
れ
た
「
評
定
一
座
可
被
相
心
得
候
條
々
」
の
第
一
条
に
は
、
公
事
訴
訟
等
で
百
日
を
過
ぎ
て
も
「
事
決
し
か
た
く
候
」
場

合
は
、
奉
行
の
「
存
寄
之
所
」
を
「
二
筋
ニ
も
三
筋
ニ
も
附
札
ニ
し
る
し
」
て
老
中
に
提
出
す
べ
し(106
)、
と
あ
る
。
上
記
『
百
箇
條
調

書
』
中
の
史
料
で
も
、「
決
し
難
き
事
」
は
、「
二
筋
ニ
も
三
筋
ニ
も
存
念
を
認
め
差
出(107
)」
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。「
決
し
が
た

い
事
案
」
で
あ
っ
て
も
奉
行
の
「
存
寄
之
所
」、「
存
念
」
を
明
記
し
て
老
中
に
伺
う
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
刑
事
事
件
の
裁
判
で
、

担
当
奉
行
よ
り
老
中
に
差
出
さ
れ
る
伺
い
の
な
か
で
、
判
決
原
案
の
書
か
れ
て
い
な
い
伺
い
を
筆
者
は
ま
だ
見
た
こ
と
が
な
い
。

「
伺
・
指
令
型
司
法
」
は
、
官
僚
の
稟
議
と
同
様
、
原
案
を
付
し
て
行
う
と
い
う
の
が
「
通
常
の
あ
り
方
」
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る(108
)(109
)
。
と
す
る
と
、
本
件
「
人
殺
出
入
」
に
お
け
る
奉
行
の
伺
い
は
、
や
は
り
「
異
例
の
事
態
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
上
記

正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
九
月
の
評
定
の
面
々
（
奉
行
）
へ
の
書
付
に
見
ら
れ
た
「
決
し
難
き
事
」
を
上
級
機
関
に
伺
う
と
い
う
き
ま

り
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
寛
永
一
二
年
「
定
」
の
基
本
方
針
を
再
録
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
江
戸
時
代
初
期
か
ら
の
方

針
で
あ
っ
た
こ
と
は
分
か
る
が
、
本
件
の
よ
う
に
、
全
く
判
決
原
案
な
し
に
伺
う
と
い
う
の
は
、
当
時
に
お
い
て
も
や
は
り
「
異
例
」

の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
と
も
、
当
時
に
お
い
て
は
「
異
例
」
と
は
い
え
ず
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
し
ば
し
ば

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
後
者
で
あ
る
と
す
る
と
、
江
戸
時
代
前
期
は
「
伺
・
指
令
型
司
法
」
の
「
通
常
の
あ
り
方
」
が
十
分
確

立
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

第
三
項

公
正
な
裁
判
の
追
求

一

評
定
所
に
お
け
る
本
件
「
人
殺
出
入
」
の
吟
味
に
お
い
て
、
主
要
な
論
点
と
な
っ
た
の
は
、
⑴
治
右
衛
門
が
盗
人
で
あ
っ
た

「
人
殺
出
入
」
(二
・
完
)（
大
平
）
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の
か
、
そ
れ
と
も
、
⑵
鉄
山
の
者
が
治
右
衛
門
の
所
持
金
を
奪
っ
て
殺
し
た
の
か
、
と
い
う
二
点
で
あ
っ
た
。
奉
行
側
は
こ
れ
ら
の

点
に
つ
き
相
手
側
の
者
た
ち
を
何
度
も
吟
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
訴
訟
人
側
か
ら
も
事
情
を
聞
き
、
⑴
⑵
を
判
断
す
る
た
め
の
間
接

材
料
を
集
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
明
確
な
証
拠
に
よ
り
事
実
を
確
定
し
て
い
こ
う
と
い
う
奉
行
側
の
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。

上
記
⑴
に
つ
い
て
い
え
ば
、
相
手
側
は
、
治
右
衛
門
が
夜
中
に
鉄
山
新
道
の
小
屋
辺
に
た
た
ず
ん
で
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
鉄
を
懐

中
に
所
持
し
て
い
た
こ
と
を
、
治
右
衛
門
が
盗
人
で
あ
る
と
判
断
し
た
根
拠
と
し
て
あ
げ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
奉
行
側
は
、
鉄
山
の

新
道
は
夜
間
通
行
禁
止
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
突
き
と
め
て
反
論
し
て
い
る
。
ま
た
、
治
右
衛
門
が
鉄
を
懐
中
に
所
持
し
て
い
た
と
い

う
点
も
、
相
手
方
が
あ
り
合
わ
せ
の
鉄
で
そ
の
よ
う
に
工
作
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
見
て
、
証
拠
と
は
認
め
て
い
な
い
。
治
右
衛
門
に

よ
る
盗
み
鉄
買
い
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
手
代
八
兵
衛
の
供
述
に
つ
い
て
も
、
可
能
性
の
指
摘
に
過
ぎ
な
い
と
み
た
の
か
、
奉
行
側
は

証
拠
と
し
て
は
採
用
し
て
い
な
い
。

上
記
⑵
に
つ
い
て
は
、
そ
の
可
能
性
を
奉
行
側
は
想
定
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
相
手
方
の
者
た
ち
に
く
り
返
し
治
右
衛
門
の
所

持
金
の
有
無
と
、
鉄
山
の
者
た
ち
に
よ
る
そ
の
奪
取
の
有
無
に
つ
い
て
尋
問
し
て
い
る
。

二

評
定
所
で
の
吟
味
に
さ
い
し
相
手
側
は
、
被
疑
者
を
秘
匿
す
る
た
め
に
偽
装
工
作
を
行
っ
た
。
事
件
の
も
み
消
し
工
作
と
も
い

え
る
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
奉
行
側
は
こ
の
偽
装
工
作
を
見
破
り
、
鉄
山
師
源
蔵
ら
に
よ
り
事
件
当
日
の
夜
番
人
に
仕
立
て
上
げ
ら

れ
、
か
つ
、
す
で
に
病
死
し
た
と
さ
れ
た
与
右
衛
門
の
生
存
を
突
き
と
め
た
。
そ
し
て
、
偽
装
工
作
に
か
か
わ
り
、
そ
の
こ
と
を
知
っ

て
い
る
可
能
性
の
あ
る
者
を
法
廷
で
追
及
し
、
つ
い
に
、
事
件
当
夜
、
番
人
で
あ
っ
た
の
は
与
右
衛
門
で
は
な
く
手
代
の
八
兵
衛
で

あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
偽
装
工
作
は
源
蔵
ら
が
仕
組
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
突
き
と
め
た
。
裁
判
の
公
正
さ
を
ゆ
が
め
、
裁
判
の
権

威
を
失
墜
さ
せ
か
ね
な
い
工
作
は
許
さ
な
い
と
い
う
奉
行
側
の
強
い
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。
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奉
行
側
は
、
源
蔵
が
吟
味
に
さ
い
し
口
う
ら
を
合
わ
せ
る
た
め
に
、
牢
内
の
平
八
に
密
書
を
つ
か
わ
し
た
こ
と
も
探
知
し
、
厳
し
く

問
い
詰
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
奉
行
側
の
姿
勢
は
、
被
害
者
治
右
衛
門
の
甥
で
あ
る
清
三
郎
に
対
す
る
尋
問
に
も
現
わ
れ
て
い
た
。
奉

行
側
は
、
本
来
な
ら
訴
状
の
訴
訟
人
橺
に
名
を
連
ら
ね
て
訴
訟
人
た
ち
と
一
緒
に
原
告
と
し
て
出
訴
す
べ
き
身
で
あ
り
な
が
ら
、
相
手

側
（
加
害
者
側
）
と
行
動
を
共
に
し
た
清
三
郎
に
対
し
疑
念
を
抱
き
、
清
三
郎
が
相
手
側
か
ら
買
収
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
問

い
詰
め
て
い
る
。

奉
行
側
は
、
相
手
方
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
訴
訟
人
側
に
対
し
て
も
こ
う
し
た
姿
勢
を
く
ず
さ
な
か
っ
た
。
上
記
⑵
と
の
か
か

わ
り
で
、
奉
行
側
は
、
治
右
衛
門
が
本
当
に
銀
子
を
所
持
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、「
忰
ど
も
が
そ
う
言
っ
て
る
だ
け
で
あ
ろ
う

か
」
と
、
訴
訟
人
側
に
対
し
て
も
一
抹
の
疑
念
を
抱
い
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
疑
念
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
奉
行
側
は
、
治
右

衛
門
出
張
時
の
銀
子
所
持
を
間
接
的
に
証
明
す
る
可
能
性
の
あ
る
証
文
、
帳
面
類
の
提
出
を
訴
訟
人
側
に
求
め
て
い
る
。

率
直
に
見
て
、
相
手
方
の
供
述
に
は
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
奉
行
側
が
な
ぜ
追
及
し
な
か
っ
た
の
か
と
疑
問
に
思
え

る
と
こ
ろ
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
事
件
の
真
相
解
明
に
は
あ
ま
り
か
か
わ
り
が
な
い
こ
と
が
ら
と
見
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る

い
は
他
の
何
ら
か
の
考
慮
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
疑
わ
し
い
と
い
う
こ
と
か
ら
拷
問
に
走
っ
た
と
い
う
形
跡
も
見
ら
れ
な
い
。

全
体
と
し
て
見
る
と
、
評
定
所
の
審
理
に
お
い
て
奉
行
側
は
、
真
相
解
明
の
た
め
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
尋
問
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
確
実
な
証
拠
と
な
る
べ
き
も
の
を
探
求
し
相
手
側
の
主
張
の
根
拠
を
突
き
崩
し
て
い
る
。
確
実
な
証
拠
の
得
ら
れ
な
か
っ
た
部

分
に
つ
い
て
は
断
定
を
避
け
て
い
る
。
審
理
を
ゆ
が
め
る
工
作
は
許
さ
ず
、
一
方
に
肩
入
れ
す
る
こ
と
も
せ
ず
、
内
通
や
買
収
に
も
目

を
光
ら
せ
る
な
ど
、
証
拠
に
も
と
づ
く
公
正
な
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
に
、
奉
行
側
が
種
々
の
努
力
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

私
は
、
著
書
『
近
世
の
非
合
法
的
訴
訟
』
に
お
い
て
、
近
世
（
江
戸
時
代
）
の
裁
判
に
お
け
る
審
理
の
不
公
正
さ
を
指
摘
し
た(110
)。
こ
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れ
は
主
に
地
方
の
裁
判
機
関
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
中
央
の
評
定
所
で
の
裁
判
も
こ
の
問
題
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
江
戸
時
代
初
期
の
一
六
五
〇
年
代
後
半
、
明
暦
か
ら
万
治
に
か
け
て
幕
府
評
定
所
で
争
わ
れ
た
宇
和
島
藩
と
土
佐
藩
の
漁

場
入
会
を
め
ぐ
る
争
論
（
沖
之
島
争
論
）
は
、
縁
故
、
賄
賂
の
力
学
が
大
き
く
作
用
し
た
裁
判
で
あ
っ
た(111
)。
本
件
「
人
殺
出
入
」
の
評

定
所
に
お
け
る
審
理
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
発
せ
ら
れ
た
上
記
正
徳
二
年
九
月
「
評
定
之
面
々
え
被
仰
出
候
御
書
付
」
の
第
五
条
に

は
、「
権
勢
の
所
縁
」、「
賄
賂
」
に
よ
り
公
事
訴
訟
の
審
理
が
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
「
旧
弊
」
が
今
だ
に
改
ま
っ
て
い
な
い
と

い
う
風
聞
が
絶
え
な
い
と
記
さ
れ
て
い
る(112
)。
こ
の
書
付
の
制
定
者
と
い
わ
れ
る
新
井
白
石
の
著
書
『
折
た
く
柴
の
記
』
に
は
、
当
時
、

評
定
所
留
役
が
賄
賂
で
刑
を
免
が
れ
る
よ
う
取
り
は
か
ら
い
、
奉
行
ら
も
留
役
の
言
う
通
り
に
判
決
し
て
い
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る(113
)。

白
石
は
同
書
で
、
評
定
所
一
座
の
奉
行
た
ち
が
、「
訟
獄
の
事
に
心
を
用
ひ
ざ
る
事(114
)」
を
嘆
い
て
い
る
。
白
石
の
目
に
は
、
当
時
の
評

定
所
の
審
理
の
あ
り
方
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
と
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
当
時
の
裁
判
機
関
は
地
方
も
中
央
も
問
題
を
か
か
え
て
お
り
、
公
正
と
は
い
え
な
い
審
理
を
行
っ
て
い
た
よ
う

な
印
象
を
う
け
る
。
し
か
し
、
全
国
す
べ
て
の
裁
判
機
関
を
「
不
公
正
な
審
理
」
を
行
う
裁
判
機
関
と
決
め
つ
け
る
の
は
正
し
い
見
方

と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
え
る
。「
不
公
正
」
と
思
え
る
よ
う
な
側
面
も
あ
っ
た
と
い
う
具
合
に
受
け
と
め
る
方
が
、
よ
り
真
実
に
近
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
多
く
の
人
々
が
裁
判
機
関
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
当
時
の
裁
判
制
度
は
人
々
に
と
っ
て
意
味
の
あ

る
制
度
で
あ
り
、
積
極
的
に
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
側
面
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
み
た
。

し
か
し
、
上
記
拙
著
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
問
題
と
思
わ
れ
る
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
裁
判
の
あ
り
方
に
不
満
を
抱
い
た
人
々
が
救
済
を
求
め
て
越
訴
に
走
っ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
上
の
制
度
は
、
そ
の
時
代
の
人
々

に
と
っ
て
積
極
、
消
極
の
両
面
を
持
ち
う
る
と
い
え
よ
う(115
)。
評
定
所
の
裁
判
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
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平
松
義
郎
氏
は
、
著
書
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
後
期
を
主
た
る
対
象
に
し
て
、
江
戸
幕
府
の
刑
事
訴

訟
法
を
詳
細
に
解
明
し
た
。
そ
し
て
、
結
論
と
し
て
、
そ
の
「
優
れ
た
点
」
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
欠
点
」
を
も
指
摘
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
、「
刑
罰
決
定
手
続
」
に
お
い
て
巧
緻
で
あ
り
、「
犯
罪
の
探
知
お
よ
び
犯
罪
事
実
の
認
定
手
続
」
に
お
い
て
「
極
め
て

粗
悪
で
あ
る(116
)」、
と
。
厖
大
な
量
の
史
料
の
分
析
に
も
と
づ
い
て
出
さ
れ
た
こ
の
結
論
の
持
つ
重
み
は
極
め
て
大
き
い
。
本
稿
で
は
、

こ
の
結
論
を
基
本
と
し
て
踏
ま
え
つ
つ
、
氏
の
著
書
で
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
別
の
側
面
、
す
な
わ
ち
、「
出
入
筋
」
に
よ
る

刑
事
事
件
の
取
扱
い
、
評
定
所
で
の
刑
事
事
件
の
審
理
と
い
う
側
面
に
焦
点
を
当
て
て
、
そ
の
実
態
と
若
干
の
特
徴
を
論
じ
て
み
た
。

本
稿
で
は
、
江
戸
時
代
前
期
の
評
定
所
で
の
一
刑
事
事
件
の
審
理
を
対
象
と
し
て
論
じ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
わ
ず
か
一
つ
の
事
例
分

析
か
ら
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
議
論
を
展
開
す
る
の
は
過
大
評
価
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
他
の
事
例
を
も
含
め
て
、

そ
し
て
、
江
戸
時
代
後
期
を
も
含
め
て
、
裁
判
機
関
と
し
て
の
評
定
所
一
座
の
か
か
わ
る
事
案
の
審
理
を
広
く
見
渡
し
た
場
合
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
か
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
歴
史
上
の
裁
判
制
度
に
つ
き
、
平
松
氏
同
様
、
積
極
面
、
消
極
面
と
い

う
多
面
的
な
側
面
か
ら
幅
広
く
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。

第
七
節

結
び
に
か
え
て

一

本
稿
で
は
、
江
戸
時
代
前
期
の
「
人
殺
出
入
」
に
関
す
る
評
定
所
で
の
審
理
と
そ
の
若
干
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
た
。
以
下
で

は
本
稿
で
論
じ
た
こ
と
を
要
約
し
て
結
び
と
す
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
事
案
は
、
豊
岡
藩
熊
谷
村
の
治
右
衛
門
が
、
出
石
藩
久
斗
山
村
の
鉄
山
で
盗
人
と
み
な
さ
れ
て
殺
さ
れ
た
た
め
、

治
右
衛
門
の
息
子
た
ち
が
加
害
者
を
相
手
ど
っ
て
目
安
で
訴
え
、
幕
府
の
寺
社
奉
行
所
に
出
訴
し
た
事
件
で
あ
っ
た
。
他
領
関
連
事
件

「
人
殺
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入
」
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・
完
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で
あ
り
、
か
つ
双
方
の
主
張
が
対
立
し
て
下
手
人
も
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
た
め
、
評
定
所
で
「
再
篇
吟
味
」
を
遂
げ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
審
理
の
さ
い
の
各
人
の
供
述
は
調
書
（「
申
口
」）
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
審
理
で
は
、
⑴
治
右
衛
門
が
盗
人
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ

と
も
、
⑵
鉄
山
の
者
が
治
右
衛
門
の
所
持
銀
を
奪
い
殺
し
た
の
か
を
中
心
に
尋
問
が
な
さ
れ
た
。
奉
行
側
は
、
⑴
に
つ
い
て
は
、
治

右
衛
門
を
盗
人
と
主
張
す
る
鉄
山
の
者
た
ち
の
論
拠
を
批
判
し
、
治
右
衛
門
が
盗
人
で
あ
る
と
い
う
証
拠
は
な
い
と
結
論
づ
け
た
。
し

か
し
、
⑵
に
つ
い
て
は
、
鉄
山
の
者
た
ち
に
よ
る
奪
取
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
心
証
を
形
成
す
る
が
、
治
右
衛
門
の
所
持
銀

の
有
無
に
つ
き
結
論
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
奉
行
よ
り
老
中
に
差
出
さ
れ
た
伺
い
は
、
⑴
に
つ
い
て
は
、
治
右

衛
門
が
盗
人
と
い
う
証
拠
は
な
い
、
⑵
に
つ
い
て
は
、
吟
味
の
手
懸
り
が
な
い
―
―
つ
ま
り
、「
分
か
ら
な
い
」
―
―
と
い
う
内
容
の

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
伺
い
に
対
し
老
中
は
、
独
自
の
判
断
で
犯
罪
事
実
を
認
定
し
、
有
罪
・
無
罪
の
指
令
（
下
知
）
を
下
し

た
。老

中
の
指
令
（
判
決
）
は
、
被
害
者
側
の
復
讐
感
情
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
。
ま
た
、
微
罪
は
見
逃
し
、
重
科
人
を

罰
す
る
と
い
う
方
針
が
と
ら
れ
て
い
た
。
全
国
統
治
に
責
任
を
持
つ
幕
府
最
重
職
者
と
し
て
老
中
は
、
断
固
と
し
た
判
決
申
渡
し
を
指

示
し
て
い
る
。

二

本
件
は
「
出
入
筋
」
の
手
続
で
取
扱
わ
れ
た
事
案
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
判
決
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
内
容
の
も
の
が
別
々

に
申
し
渡
さ
れ
、
請
証
文
も
一
人
に
の
み
申
し
付
け
ら
れ
る
な
ど
、
従
来
の
「
出
入
筋
」
で
の
あ
り
方
と
は
大
き
く
異
な
る
様
子
が
見

ら
れ
た
。

「
出
入
筋
」
は
民
事
事
件
を
取
扱
う
こ
と
が
多
く
、「
極
め
て
当
事
者
主
義
的
で
あ
る
」
と
い
う
評
価
も
あ
る
が
、
そ
の
審
理
は
、

「
担
当
役
人
の
取
調
べ
に
対
す
る
答
弁
」
を
求
め
る
「
糺
問
審
理
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
訴
訟
人
、
相
手
方
が
そ
れ
ぞ
れ
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奉
行
所
役
人
か
ら
尋
問
さ
れ
る
あ
り
様
は
、
律
令
の
「
断
獄
」
手
続
の
も
と
で
の
「
双
方
糺
問
主
義
」
を
相
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

江
戸
幕
府
の
司
法
は
「
伺
・
指
令
型
司
法
」
で
あ
り
、
下
級
機
関
は
判
決
原
案
を
付
し
て
上
級
機
関
に
伺
う
こ
と
に
な
る
。
本
件

「
人
殺
出
入
」
で
は
、
事
件
の
真
相
を
解
明
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
奉
行
は
判
決
原
案
な
し
の
伺
い
を
行
っ
て
い
る
。
奉
行
の
伺
い
は

「
判
決
な
き
伺
い
」
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
こ
の
時

期
は
、「
伺
・
指
令
型
司
法
」
の
「
通
常
の
あ
り
方
」
が
ま
だ
十
分
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
。

評
定
所
で
の
審
理
は
、
全
体
と
し
て
見
る
と
、
証
拠
に
も
と
づ
い
た
裁
判
、
偽
装
工
作
や
内
通
、
買
収
な
ど
を
許
さ
ぬ
公
正
で
権
威

の
あ
る
裁
判
の
実
現
に
努
め
て
い
た
。

三

こ
れ
ま
で
、
刑
事
事
件
が
「
出
入
筋
」
で
ど
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、

刑
事
事
件
が
幕
府
の
評
定
所
で
ど
の
よ
う
に
審
理
さ
れ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
尋
問
、
答
弁
の
や
り
と
り
が
な
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か

に
し
た
研
究
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
一
例
を
提
供
し
て
若
干
の
考
察
を
行
っ
た
。
わ
ず
か
一
例
か
ら
の
考
察
で
あ
る
の
で
、

そ
の
結
論
を
ど
こ
ま
で
敷
衍
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
よ
り
多
く
の
事
例
を
考
察
し
、
評
定
所
で
の
裁

判
、
さ
ら
に
は
江
戸
時
代
の
司
法
に
つ
い
て
、
幅
広
い
視
点
か
ら
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。

註(61
)
大
平
・
註
(14
)引
用
書
第
一
部
第
一
章
「
伺
・
指
令
型
司
法
」
参
照
。
な
お
、
明
治
初
期
の
「
伺
・
指
令
型
司
法
」
に
つ
い
て
は
、
霞
信

彦
『
明
治
初
期
刑
事
法
の
基
礎
的
研
究
』（
慶
応
通
信
、
一
九
九
〇
年
）、
同
『
明
治
初
期
伺
・
指
令
裁
判
体
制
の
一
掬
』（
慶
応
義
塾
大
学
出

版
会
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。

(62
)
八
兵
衛
が
牢
死
し
て
い
た
た
め
刑
を
伺
わ
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
重
罪
人
に
つ
い
て
は
、
死
後
で
あ
っ
て
も
、
存
命
な

ら
ば
申
し
付
け
た
で
あ
ろ
う
刑
を
上
申
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
項
の
「
老
中
の
指
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令
」
を
参
照
。

(63
)
中
世
の
「
窃
盗
重
罪
観
」
に
つ
い
て
は
、
笠
松
宏
至
「
盗
み
」（
綱
野
善
彦
・
石
井
進
・
笠
松
宏
至
・
勝
俣
鎮
夫
『
中
世
の
罪
と
罰
』（
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
七
二
頁
以
下
））
参
照
。
な
お
、
近
世
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
窃
盗
に
対
す
る
厳
し
い
制
裁
観
念
が
存

在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
吉
田
正
志
『
仙
台
藩
刑
事
法
の
研
究
』（
滋
学
社
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
一
七
六
、
一
七
七
頁
）、
同
『
仙
台
藩

の
罪
と
罰
』（
滋
学
社
出
版
、
二
〇
一
三
年
、
六
九
頁
）、
菊
池
勇
夫
『
飢
饉
の
社
会
史
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
四
年
、
一
二
六
頁
以
下
）
等

参
照
。

(64
)
石
井
良
助
編
『
亨
保
撰
要
類
集
』
第
一
（
近
世
法
制
史
料
叢
書
別
篇
）「
都
て
御
仕
置
筋
之
部
」
一
七
号
（
六
四
頁
）。

(65
)
石
井
良
助
『
新
編
江
戸
時
代
漫
筆
』
上
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
九
年
、
一
七
二
、
一
七
三
頁
）。

(66
)
「
一
郎
左
衛
門
」
は
、
供
述
調
書
（「
申
口
」）
に
は
、「
市
郎
左
衛
門
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
第
四
節
第
七
項
参
照
）。

(67
)
「
出
入
筋
」
で
扱
わ
れ
る
民
事
事
件
の
場
合
、
判
決
文
は
、
訴
訟
人
・
相
手
方
と
も
同
一
の
一
個
の
判
決
文
で
あ
る
が
、
不
届
き
が
あ
っ

た
者
に
は
別
途
、
御
咎
め
が
申
し
渡
さ
れ
る
（
註
(27
)引
用
「
評
定
所
公
事
伺
之
上
裁
許
之
部
」
所
収
の
民
事
出
入
「
吟
味
伺
書
」
を
参
照
）。

(68
)
平
松
義
郎
氏
は
、
刑
罰
の
目
的
の
一
つ
に
、「
被
害
者
の
復
讐
心
の
満
足
」、「
被
害
者
の
『
遺
恨
』『
鬱
憤
』
を
晴
ら
」
す
こ
と
を
あ
げ
て

い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
平
松
「
近
世
法
」（
朝
尾
直
弘
ほ
か
編
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
11

近
世
⚓
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、

三
五
八
頁
）。
本
論
文
は
の
ち
に
、
平
松
『
江
戸
の
罪
と
罰
』（
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
）
に
収
録
さ
れ
る
）、
同
「
人
足
寄
場
の
成
立
と
変

遷
」（
人
足
寄
場
顕
彰
会
編
『
人
足
寄
場
史
』（
創
文
社
、
昭
和
四
九
年
、
八
八
頁
））
等
参
照
。
こ
う
し
た
刑
罰
に
お
け
る
被
害
者
の
「
復
讐

心
の
満
足
」、「『
遺
恨
』『
鬱
憤
』
を
晴
ら
」
す
こ
と
は
、
裁
判
手
続
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
る
と
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
判
決
文
に

よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(69
)
平
松
・
註
(⚒
)引
用
書
、
六
八
七
頁
。

(70
)
平
松
・
註
(⚒
)引
用
書
、
八
九
六
頁
。

(71
)
小
早
川
・
註
(17
)引
用
書
、
四
七
三
～
四
七
五
頁
、
石
井
・
註
(18
)引
用
書
、
一
六
一
～
一
六
五
頁
参
照
。

(72
)
八
兵
衛
は
す
で
に
牢
死
し
て
い
る
の
で
、
存
命
な
ら
ば
申
し
渡
す
で
あ
ろ
う
刑
を
宣
告
し
て
、
実
際
は
死
骸
取
捨
と
し
て
い
る
。
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(73
)
「
勧
農
或
問
」（『
日
本
経
済
大
典
』
第
三
二
巻
、
二
四
〇
、
二
四
一
頁
）。
な
お
、
大
平
・
註
(14
)引
用
書
、
一
八
〇
、
一
八
一
頁
を
も
参

照
。

(74
)
こ
の
事
件
よ
り
三
〇
年
ほ
ど
後
に
成
立
し
た
法
典
で
、
先
例
を
参
考
に
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
「
公
事
方
御
定
書
」
の
規
定
に
よ
れ
ば
、

人
殺
は
内
済
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。

(75
)
平
松
・
註
(⚒
)引
用
書
、
四
〇
七
頁
。

(76
)
平
松
・
註
(68
)引
用
書
、
五
二
頁
。

(77
)
杉
本
史
子
「
近
世
日
本
裁
判
再
考
」（
臼
井
佐
知
子
、
Ｈ
・
ジ
ャ
ン
・
エ
ル
キ
ン
、
岡
崎
敦
、
金
炫
栄
、
渡
辺
浩
一
編
『
契
約
と
紛
争
の
比

較
史
料
学
―
―
中
近
世
に
お
け
る
社
会
秩
序
と
文
書
―
―
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
、
一
二
〇
頁
））。

(78
)
中
田
・
註
(⚙
)引
用
書
、
七
九
四
頁
以
下
。

(79
)
『
政
普
集

乾
』
公
事
合
吟
味
取
掛
り
候
節
之
事
（『
古
事
類
苑
』
法
律
部
三
、
七
四
八
、
七
四
九
頁
）。

(80
)
石
井
良
助
編
『
御
当
家
令
條
・
律
令
要
略
』（
近
世
法
制
史
料
叢
書
第
二
）
二
九
九
頁
。

(81
)
公
事
出
入
の
吟
味
に
お
い
て
、
奉
行
所
に
一
方
当
事
者
だ
け
が
呼
び
出
さ
れ
、
奉
行
所
役
人
よ
り
吟
味
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
中
田
・
註
(⚙
)引
用
書
、
八
五
二
～
八
五
四
頁
参
照
。

(82
)
平
松
・
註
(⚒
)引
用
書
、
四
〇
四
、
四
〇
五
頁
。

(83
)
『
古
事
類
苑
』
法
律
部
三
、
七
四
九
頁
。

(84
)
同
右
。

(85
)
中
田
・
註
(⚙
)引
用
書
、
八
〇
九
頁
以
下
、
大
平
祐
一
「
内
済
と
裁
判
」（
藤
田
覚
編
『
近
世
法
の
再
検
討
―
―
歴
史
学
と
法
史
学
の
対
話

―
―
』（
山
川
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
二
一
、
二
二
頁
））
参
照
。
な
お
、
本
論
文
は
の
ち
に
、
大
平
・
註
(14
)引
用
書
に
収
録
さ
れ
る
（
一

九
三
、
一
九
四
頁
）。

(86
)
春
原
源
太
郎
編
『
近
世
庶
民
法
資
料
』
第
二
輯
、
訴
訟
事
件
の
記
録
、
解
説
。

(87
)
平
松
・
註
(⚒
)引
用
書
、
四
〇
六
頁
。
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・
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(88
)
平
松
・
註
(⚒
)引
用
書
、
四
〇
七
頁
。

(89
)
石
井
紫
郎
「
古
代
国
家
の
刑
事
『
裁
判
』
素
描
―
―
日
本
裁
判
制
度
の
通
史
的
把
握
の
た
め
に
―
―
」（
国
家
学
会
編
『
国
家
学
会
百
周
年

記
念

国
家
と
市
民
』
第
三
巻
（
有
斐
閣
、
昭
和
六
二
年
、
四
六
二
頁
））。
本
論
文
は
の
ち
に
、
石
井
『
日
本
人
の
法
生
活
』（
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
一
二
年
）
に
収
録
さ
れ
る
。
な
お
、「
断
獄
」
手
続
に
つ
い
て
は
、
利
光
三
津
夫
、
長
谷
山
彰
『
新
裁
判
の
歴
史
』（
成
文
堂
、

平
成
九
年
、
六
五
頁
以
下
）
を
も
参
照
。

(90
)
石
井
・
註
(89
)引
用
論
文
、
四
六
二
頁
。

(91
)
石
井
・
註
(89
)引
用
論
文
、
四
六
一
頁
。

(92
)
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
う
え
で
、
水
林
彪
『
国
制
と
法
の
歴
史
理
論
―
―
比
較
文
明
史
の
歴
史
像
―
―
』（
創
文
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
同

『
天
皇
制
史
論
―
―
本
質
・
起
源
・
展
開
―
―
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
「
近
世
の
法
と
国
制
研
究
序
説
（
一
）
～
（
六
・
完
）

―
―
紀
州
を
素
材
と
し
て
―
―
」（「
国
家
学
会
雑
誌
」
第
九
十
巻
第
一
・
二
号
、
第
五
・
六
号
、
第
九
一
巻
第
五
・
六
号
、
第
九
二
巻
第
十

一
・
十
二
号
、
第
九
四
巻
第
九
・
十
号
、
第
九
五
巻
第
一
・
二
号
）、
新
田
一
郎
「
動
物
、
生
類
、
裁
判
、
法
―
―
日
本
法
制
史
か
ら
の
俯
瞰

と
問
い
」（「
法
律
時
報
」
八
八
巻
三
号
、
二
〇
一
六
年
）、
同
「
歴
史
的
観
察
―
―
『
法
の
実
現
は
お
上
の
仕
事
』
か
」（
長
谷
部
恭
男
ほ
か

編
『
岩
波
講
座

現
代
法
の
動
態
』
⚒
、
法
の
実
現
手
法
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）、
同
「
日
本
人
の
法
意
識
―
―
そ
の
歴
史
的
背
景
」

（
苅
部
直
ほ
か
編
『
岩
波
講
座

日
本
の
思
想
』
第
六
巻
、
秩
序
と
規
範
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）、
同
「
法
と
歴
史
認
識
の
展
開
」（
苅

部
直
ほ
か
編
『
日
本
思
想
史
講
座
』
⚒
、
中
世
（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
二
年
）
等
が
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
よ
う
。

(93
)
平
松
・
註
(⚒
)引
用
書
、
四
六
〇
頁
以
下
参
照
。

(94
)
大
平
・
註
(14
)引
用
書
、
第
一
部
第
一
章
「
伺
・
指
令
型
司
法
」、
司
法
省
秘
書
課
編
『
裁
許
留
』（「
司
法
資
料
」
別
冊
第
一
九
号
）、
註

(27
)引
用
「
評
定
所
公
事
伺
之
上
裁
許
之
部
」
等
参
照
。

(95
)
江
戸
時
代
の
稟
議
制
に
つ
い
て
は
、
笠
谷
和
比
古
『
近
世
武
家
社
会
の
政
治
構
造
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
五
年
、
二
〇
四
頁
以
下
）、
同

『
士
（
サ
ム
ラ
イ
）
の
思
想
―
―
日
本
型
組
織
と
個
人
の
自
立
―
―
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
第
二
刷
、
五
七
頁
以
下
）、
同
『
武
士
道
と

日
本
型
能
力
主
義
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
〇
八
頁
以
下
）、
同
『
武
士
道
そ
の
名
誉
の
掟
』（
教
育
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
七
六
頁
以

三
〇
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下
）
等
参
照
。

(96
)
ち
な
み
に
、
判
決
（
案
）
を
作
成
す
る
の
も
評
定
所
留
役
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
石
井
・
註
(18
)引
用
書
、
一
六
一
頁
）。

(97
)
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
第
一
五
号
（
二
〇
～
二
二
頁
）、『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
第
一
、
三
五
～
三
七
頁
。

(98
)
服
藤
弘
司
『
刑
事
法
と
民
事
法
』
創
文
社
、
昭
和
五
八
年
、
五
七
頁
）、
山
口
繁
『
新
井
白
石
と
裁
判
』（
発
行
所
、
西
神
田
編
集
室
、
二

〇
〇
三
年
、
一
三
七
頁
以
下
）
参
照
。

(99
)
『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
第
一
、
一
一
、
一
二
頁
、『
御
触
書
寛
保
集
成
』
一
三
号
（
一
八
、
一
九
頁
）。

(100
)
『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
第
一
、
一
一
頁
以
下
。

(101
)
『
徳
川
実
紀
』
第
二
編
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
三
九
巻
、
六
九
六
頁
）。

(102
)
石
井
・
註
(⚑
)引
用
書
、
四
七
二
、
四
七
三
頁
。
な
お
、
瀧
川
政
次
郎
『
日
本
法
制
史
』（
下
）（
講
談
社
、
昭
和
六
〇
年
、
一
五
六
、
一

五
七
頁
）
を
も
参
照
。

(103
)
『
百
箇
條
調
書
』
第
一
巻
、
二
六
頁
。

(104
)
佐
久
間
長
敬
著
・
南
和
男
校
注
『
江
戸
町
奉
行
事
蹟
問
答
』（
人
物
往
来
社
、
昭
和
四
二
年
、
一
七
九
頁
）。

(105
)
「
上
位
者
優
位
の
原
則
」
に
つ
い
て
は
、
大
平
祐
一
『
近
世
の
非
合
法
的
訴
訟
』（
創
文
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
八
七
～
一
八
九
頁
）
を
参

照
。

(106
)
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
一
七
号
（
二
三
頁
）、『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
第
一
、
四
〇
、
四
一
頁
。

(107
)
註
(103
)に
同
じ
。

(108
)
原
則
と
し
て
刑
罰
決
定
権
（
手
限
仕
置
権
）
が
な
く
、「
公
事
方
御
定
書
」
や
評
定
所
の
判
例
集
を
見
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
代
官
の

伺
い
は
別
で
あ
り
、「
た
だ
犯
罪
事
実
を
述
べ
て
、
こ
れ
に
い
か
な
る
刑
を
科
す
べ
き
か
、
と
刑
罰
を
伺
う
の
で
あ
る
」（
平
松
・
註
(⚒
)引

用
書
、
八
四
六
頁
）。

(109
)
中
国
清
朝
の
刑
事
裁
判
に
お
い
て
も
、「
個
々
の
事
案
処
理
で
は
、
基
本
的
に
、
官
僚
が
処
理
原
案
を
作
成
し
皇
帝
に
上
奏
し
て
判
断
を
仰

ぐ
」
と
い
う
「
伺
・
指
令
型
司
法
」
の
シ
ス
テ
ム
が
と
ら
れ
て
お
り
、
熱
審
で
は
、「
官
僚
達
は
、
判
断
に
迷
う
事
案
あ
る
い
は
罪
情
の
不
明

「
人
殺
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大
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瞭
な
事
案
で
も
、
時
間
を
か
け
て
審
理
・
議
論
す
る
の
で
は
な
く
、
と
り
あ
え
ず
原
案
を
作
成
し
て
皇
帝
の
前
に
提
示
し
、
そ
の
判
断
を
仰

い
だ
」
と
い
わ
れ
て
い
る
（
赤
城
美
恵
子
「
清
朝
前
期
に
お
け
る
熱
審
に
つ
い
て
」）（「
帝
京
法
学
」
第
三
十
巻
第
一
号
、
二
二
頁
、
三
七

頁
）。

(110
)
大
平
・
註
(105
)引
用
書
、
一
一
〇
頁
以
下
。

(111
)
『
愛
媛
県
史
』
近
世
上
、
六
二
五
頁
以
下
、
大
平
・
註
(105
)引
用
書
、
一
一
六
頁
、
高
木
昭
作
『
日
本
近
世
国
家
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
〇
年
、
三
九
、
四
〇
頁
）、
杉
本
史
子
「
地
域
と
近
世
国
家
―
―
『
百
姓
公
事
』
の
位
置
―
―
」（
曽
根
勇
二
・
木
村
直
也
編
『
新
し

い
近
世
史
』
⚒
、
国
家
と
対
外
関
係
（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
六
年
、
二
二
九
頁
以
下
）（
本
論
文
は
、
の
ち
に
杉
本
『
領
域
支
配
の
展
開

と
近
世
』（
山
川
出
版
、
一
九
九
九
年
）
に
収
録
さ
れ
る
））。
な
お
、
ル
ー
ク
・
Ｓ
・
ロ
バ
ー
ツ
氏
に
よ
れ
ば
、
評
定
所
で
の
審
理
に
関
わ
る

者
へ
の
贈
り
物
に
「
こ
こ
数
年
、
我
々
は
巨
額
の
金
銀
を
費
し
た
」
と
、
土
佐
藩
主
山
内
忠
豊
は
家
臣
宛
の
手
紙
に
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、

彼
は
そ
の
こ
と
が
領
分
財
政
に
与
え
る
影
響
を
懸
念
し
て
嘆
い
て
い
た
と
い
う
（
Luke
S.Roberts,Perform
ing
the
Great
Peace
:

PoliticalSpace
and
O
pen
Secrets
in
T
okugaw
a
Japan
(H
onolulu
:U
niversity
ofH
aw
ai‘iPress,2012,p.123)。

(112
)
『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
第
一
、
三
六
頁
、『
御
触
書
寛
保
集
成
』
一
五
号
（
二
一
頁
）。

(113
)
新
井
白
石
著
・
羽
仁
五
郎
校
訂
『
折
た
く
柴
の
記
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
三
年
第
一
二
刷
、
二
六
〇
頁
）。

(114
)
註
(113
)引
用
『
折
た
く
柴
の
記
』
二
五
七
頁
。

(115
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
平
祐
一
「
越
訴
取
扱
の
変
化
と
『
訴
訟
』
制
度
の
評
価
」（『
法
制
史
研
究
』
六
三
号
、
平
成
二
六
年
、
三
一
三
、

三
一
四
頁
）
参
照
。

(116
)
平
松
・
註
(⚒
)引
用
書
、
一
〇
八
四
頁
。

（
二
〇
一
六
年
五
月
二
五
日
)

〔付
記
〕
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
の
平
成
二
七
～
二
九
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
）（
基
盤
研
究
🄒🄒
、
課
題

番
号
一
五
Ｋ
〇
三
〇
九
三
）
に
も
と
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

三
二

立
命
館
法
学

二
〇
一
六
年
二
号
（
三
六
六
号
）

229 ( 669 )


